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介護保険 高額介護サービス費支給決定通知書等印刷･加工仕様書 
 

１ 概要 

高額介護（予防）サービス費支給決定通知書および高額介護（予防）サービス費相当支給決定通知書を

印刷し、本市が用意したデータで指定用紙に印刷、名寄せして封入封緘を行う。 

 

２ 作業時期（予定） 

項

番 
帳票名（帳票ID） 作業内容 期限 

1 
高額介護（予防）サービス費支給決定

通知書 (***3) 

・印字、封入封緘及び納品 

・郵便局のバーコード読込みテスト 
別添スケジュール 

2 
高額介護（予防）サービス費相当支給

決定通知書（***4） 

・印字、封入封緘及び納品 

・郵便局のバーコード読込みテスト 
別添スケジュール 

※スケジュールについては、単年度単位で変更する。 

※制度改正により年度途中でレイアウトが変更する場合あり。その場合は、上記期限と異なる。 

 

３ 帳票作成見込数 

・単年度の予定数を示しているが、各年度同程度となる見込み。テスト印字分は下記枚数に含まない。 

項

番 
帳票名 帳票ID 見込数 使用内訳 

1 高額介護（予防）サービス費支給決

定通知書  

***3 9,600 月次分 

2 高額介護（予防）サービス費相当支

給決定通知書 

***4 3,600 

 

月次分 

 

４ レイアウト及び性状 

項

番 
帳票ID 

加工指示 

備考 耳カット 
封入 封緘 圧着 

ブッキ

ング 両耳 左耳 右耳 

1 (***3)    ○ ○   Ａ４サイズ（白） 

2 (***4)    ○ ○   Ａ４サイズ（白） 

1 高額介護（予防）サービス費支給決定通知書 

ａ)Ａ４サイズ（白）指定用紙に片面印字とする。 

ｂ)高額介護サービス費の支給情報等について印字する。 

ｃ)データ内で同一個人に対し複数枚の帳票が発生する。 

ｄ)2データと同一個人に対して重複する帳票が発生する。 

2 高額介護（予防）サービス費相当支給決定通知書 

ｂ)高額介護（予防）相当サービス費の支給情報等について印字する。 

※ａ)及びｃ)、ｄ)については1に準ずる。 

 

（１） 封入封緘 

     場合により、別途引き抜きを依頼する場合あり。 

        ア 封入単位 

          ・個人単位の封入とする。  

        ・複数枚の帳票が発生する個人については、名寄せして封入する。 

        ・郵便番号 頭3桁が576ではじまるものについては、窓あき封筒(0701-06)に封入する。 

        ・郵便番号 頭3桁が上記以外のものについては、窓あき封筒(***2)に封入する。 

        ・複数枚封入する場合は、サービス提供月順に封入、支給決定通知書(***3)、相当支給決定
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通知書(***4)の順で封入する。 

        イ 封入物 

・高額介護（予防）サービス費支給決定通知書 

       ・窓あき封筒に住所、氏名が見えるよう三つ折りをする。 

・高額介護（予防）サービス費相当支給決定通知書 

※個人に対して帳票が複数枚ある場合は名寄せして封入する。 

※高額介護（予防）サービス費支給決定通知書と高額介護（予防）サービス費相当支給決定通

知書の両方にまたがって帳票がある個人についても名寄せして封入する。 

※また、制度改正等により封入物が変更になる場合有。その場合は封入作業に影響がないか確

認を行うこと。 

 

     ウ 封緘 

・１枚だけ封入されているものについてのみ封緘を行う。 

・複数枚封入されているものについては封緘しない。 

※ 封入封緘時の破損について 

          破損分については、再度打ち出しを行い、封入封緘すること。封筒を破損した場合は、

破損枚数を報告し、処分については、当市の指示により行うこと。 

           

５ 納品 

   （１）発送処理  

ア 納品ケース（段ボール箱）  

イ １枚のみ封入分と複数枚の封入分を分けて納品する。 

ウ 納品明細書を作成し、件数を報告すること。 

  ※配達方法について 

・料金割り引きが最大になるよう措置を講じること。 

（２）残部材の納品について 

ア 封筒等については随時分として使用することがあるため、当市の指示により納品する

こと。 

 ※枚数、仕様については、当市の指示のとおり。 

 

以上 


